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転倒災害と腰痛災害

これらの災害防止対策には、労働者への運動支援も併せて必要！



労働者の転倒・腰痛予防に向けた
健康保持増進対策の必要性

転倒災害、腰痛災害等が発生している
事業場では、健康管理、作業管理、作業
環境管理等において、十分な対策を講じ
られずに悩んでいる事業場が非常に多く、
転倒や腰痛予防を労働者にコーチングで
きるスタッフが存在していない。

事業場の具体的な状況に応じた専門的
な支援が必要な場合に、理学療法、運動
機能等の専門の産業保健相談員が無料で、
訪問を希望する事業場に直接赴き、転倒
や腰痛予防の取組をはじめとした「心と
からだの健康づくり」をサポートします。

事業場の課題把握のためのアンケート
調査の実施と健康情報の取扱規程等の作
成を促し、治療と仕事の両立支援に係る
制度の導入も併せてご提案していきます。

労働生活の全期間を通じて継続的かつ
計画的に心身両面にわたる積極的な健康
保持増進対策を推進することが必要とされ
ています。



労働安全衛生法第69条第1項

事業者は、労働者に対する健康教育
及び健康相談その他労働者の健康の
保持増進を図るため必要な措置を継続
的かつ計画的に講ずるように努めなけれ
ばならない。

ＴＨＰ指針
事業場における労働者の健康
保持増進のための指針

同法第69条第２項

労働者は、前項の事業者が講ずる措
置を利用して、その健康の保持増進に
努めるものとする。

同法第70条の２

厚生労働大臣は、第69条第1項の
事業者が講ずべき健康の保持増進の
ための措置に関して、その適切かつ
有効な実施を図るため必要な指針を
公表するものとする。



「ハイリスクアプローチ」
「ポピュレーションアプローチ」

・ 生活習慣上の課題と健康状
態の改善。

・ 転倒や腰痛災害の予防を重
点に取組む。

・ 事業場全体の労働災害の減
少と健康状態の改善を目指す。

・ 成果を上げるための取組

・ 労働者の健康保持増進を重視

・ 積極的な企業姿勢を示し、
企業文化・風土を醸成

・ 若年期から労働者自身の「自
覚」を促し、健康保持増進に
自発的に取り組んでもらえるよ
うな取組を実施する。

THPを活用した
転倒・腰痛予防
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事業場の課題を
整理しましょう。

労働者の高齢化が進む中で、安全面のみを重視した従来型の労働災害防止対策では、
行動災害を減少させることは、困難です。
加齢に伴う身体機能の低下は、労働災害が発生する要因の一つとなっています。
年齢を重ねるにつれ「立つ、座る、歩く、走る」などの運動機能やバランス感覚などが低下し、
「転倒」、「腰痛」等の災害が増加します。
身体機能の低下は、自覚しないうちに徐々に進行することが多く、日常生活や行動上に
支障がでるまで放置しがちです。
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転倒災害、腰痛災害を予防するための改善ステージ
ステップ １to５（イメージ）

1 2 3 4 5



健康応援！ゼロ災無料出張サービスの
ご利用をこころよりお待ちいたしております。

神奈川産業保健総合支援センター
TEL ０４５－４１０－１１６０

THPを活用した
転倒・腰痛予防

ご清聴をありがとうございました。


